
                 

    

 

青森市犯罪被害者等支援条例の制定について 

（令和７年第１回青森市議会定例会提出予定案件） 

 

１ 制定理由 

犯罪被害者等の支援に関する基本となる事項を定め、当該支援のための施策を総合的に推進す

ることで犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、市民が安心して暮らすことができる

地域社会の実現を目指すため、制定しようとするものである。 

 

２ 制定内容 

  ≪目的・定義・基本理念≫ 

第１条 目的   ・条例の目的 

第２条 定義   ・犯罪等、犯罪被害者等、二次被害、民間支援団体などの用語の定義 

第３条 基本理念 ・犯罪被害者等の支援の考え方 

 

≪市・市民・事業者の責務≫ 

第４条 市の責務   ・市が果たすべき役割 

第５条 市民の責務  ・市民が果たすべき役割 

第６条 事業者の責務 ・事業者が果たすべき役割 

 

≪犯罪被害者等の支援に関する基本的施策≫ 

第７条 相談及び情報の提供等 

・各般の問題についての相談、情報提供、助言、これらを総合的に行う窓口の設置等 

第８条 経済的負担の軽減 

・国等が実施する支援制度についての情報提供等 

第９条 保健医療サービス及び福祉サービスの提供 

・状況等に応じた適切な保健医療・福祉サービスの提供等 

第 10 条  居住の安定 

・犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮等 

第 11 条 雇用の安定 

・事業者の理解を深めるための啓発活動等 

第 12 条 市民及び事業者の理解の増進 

・犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防止の重要性についての広報活動等 

第 13 条 人材の育成等 

・犯罪被害者等支援に係る職員の育成等 

第 14 条 民間支援団体の活動の促進 

・民間支援団体に対する市の施策の情報提供等 

 

≪その他≫ 

第 15 条 支援の制限  

・社会通念上適切でないと認められる場合は支援を行わないことができること 

第 16 条 委任 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

令 和 7 年 2 月 12 日 
文教経済常任委員協議会
【 配 付 資 料 】 
市 民 部 生 活 安 心 課 

資料１ 


